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平成２３年度日本政策金融公庫（生活衛生資金貸付）予算案の概要 

１，２００億円 〔平成２２年度貸付規模：１，４００億円〕 

１ 貸付規模  

 
（１）振興事業貸付の改善等 
  ①「振興事業に係る事業計画書」を策定している生活衛生関係営業者（以下、「生

衛業者」という。）にかかる利率低減措置の創設等 

経済対策の一環で導入されていた振興事業設備利率（特別利率Ｄ）を廃止し、

新たな利率低減措置の創設 
 ○貸付対象者：事業計画書を策定し、一定の会計書類を備えている組合員 
 ○設備資金：「特別利率Ｃ」⇒「特別利率Ｃ－０．１５％」 

○運転資金：「基準利率」⇒「基準利率－０．１５％」 
（標準営業約款登録営業者にかかる運転資金：「特別利率Ａ」⇒「特別利率Ａ－０．１５％」）

   

②特別利率対象品目（振興事業特定施設設備）の拡充 

○理容業に係る「前洗髪設備」を「洗髪設備」に拡充（特別利率Ｃ） 
 ⇒前洗髪設備以外の洗髪設備についても特別利率の対象に追加 

 
（２）振興事業貸付・一般貸付の改善等 

①省エネルギー設備にかかる特例措置の延長等 
○貸 付 利 率：「特別利率Ｂ」または「特別利率Ｃ」（一般公衆浴場業については

「特別利率Ｅ」）を適用する措置を平成２４年３月末まで延長 
○省エネルギー設備のうち特別利率Ｂを適用する対象品目に「電気自動車用充電

設備」を追加（旅館業のみ）  
②「観光圏整備法」に基づく特例措置の延長（取扱期間：平成２４年３月末まで） 
○貸付対象者：「観光圏整備実施計画」の認定を受けた旅館業者 
○資 金 使 途：当該計画に基づく事業を実施するために必要とする設備資金 
○貸 付 利 率：２億７千万円まで貸付後５年間の貸付利率を「特別利率Ｃ」 
○貸 付 期 間：２０年以内 
○据置期間： ２年以内 

２ 貸付制度の改正 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）生活衛生改善貸付（衛経）の改善等 

貸付条件の特例措置の延長（取扱期間：平成２４年３月末まで） 

○貸付限度額の特例措置：１,０００万円 ⇒ １,５００万円 

○貸付期間の特例措置： 設備資金：７年以内 ⇒ １０年以内 

運転資金：５年以内 ⇒  ７年以内 

○据置期間の特例措置： 設備資金：６ヵ月以内 ⇒ ２年以内 

運転資金：６ヵ月以内 ⇒ １年以内 

 
（４）事業安定等貸付（雇用安定資金）の改善等 

○貸付制度の取扱期間の延長（取扱期間：平成２４年３月末まで） 
○貸付対象要件の緩和等 
⇒「振興計画に基づく事業を実施している生衛業者」に係る利率低減措置（特

別利率Ｂ⇒特別利率Ｃ）の取扱期間（平成２３年３月３１日まで）が満了す

る※ことを受け、貸付対象要件のうち「事業の拡大等を行うこと」の要件を

撤廃 
  ※振興計画に基づく事業を実施している生衛業者に係る貸付利率は特別利率Ｂ 

○貸付対象の追加等 
⇒貸付対象に「振興計画に基づく事業を実施している生衛業者以外の者」を追

加（貸付利率：特別利率Ａ、貸付期間：１５年以内） 
※振興計画に基づく事業を実施している生衛業者に係る貸付期間は１８年以内 

 
（５）生活衛生セーフティネット貸付の改善等 

①貸付条件の特例措置の延長（取扱期間：平成２４年３月末まで） 

「金融環境変化資金」 

○貸付限度額の特例措置：「別枠３,０００万円」⇒「別枠４,０００万円」 
 

②その他の改善等 

○「金融環境変化資金」の貸付対象のうち、「経営状況が悪化していないにも関

わらず、取引金融機関との取引状況が変化している方」の取扱期間の延長等 
 
 

（６）その他の改善等 
貸付制度の取扱期間の延長（取扱期間：平成２４年３月末まで） 
○環境対策関連貸付（防災・環境対策資金） 
○健康・福祉増進貸付（福祉増進資金・受動喫煙防止資金） 

（ 参 考 ）各特別利率の水準  
◇ 特別利率Ａ ＝ 基準利率 － ０．４％ ◇ 特別利率Ｅ ＝ 基準利率 － １．４％ 
◇ 特別利率Ｂ ＝ 基準利率 － ０．６５％ ◇ 特別利率Ｆ ＝ 基準利率 － ０．３％ 
◇ 特別利率Ｃ ＝ 基準利率 － ０．９％  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２２年度第一次補正予算の概要 

○振興事業貸付・一般貸付の改善等（取扱期間：平成２４年３月末まで） 
 
＜クリーニング業者を低利融資で支援＞ 
 
引火性溶剤の安全対策設備を導入するクリーニング業者に対する貸付制度の拡充 

 

＜実施内容＞ 

ご利用いただける方 
引火性溶剤の安全対策設備の導入が必要なクリーニング業を営む方

（注１） 

資金のお使いみち 引火性溶剤使用に伴う安全対策に必要な設備資金 

ご 融 資 制 度 生活衛生貸付（一般貸付） 生活衛生貸付（振興事業貸付） 

ご融資額（注 2）  １億２，０００万円以内 ３億円以内 

ご 返 済 期 間 １３年以内 １８年以内 

据 置 期 間 
１年以内 

（ご返済期間が７年を超える場合は２年以内）  
２年以内 

利 率 特別利率Ⅽ 

（注１）洗濯物取次業を除きます。 

（注２）組合等がご利用いただく場合のご融資額については異なります。 


